
　　　

　下水道工事が同時期に施工されており、通行止めや大型車の走行により、一般車
や歩行者の通行等に支障となるため、現場内の作業期間を調整し、工期を延長する
ものです。

変 更 の 理 由

大館市餅田二丁目１－８１

契 約 者 住 所 氏 名 有限会社北秋クリーンサービス 

代表取締役 石川　富雄

変 更 後 の 請 負 代 金 額 10,729,400 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和1年10月16日 ～ 令和2年1月31日

変 更 前 の 請 負 代 金 額 10,729,400 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和1年10月16日

変 更 契 約 締 結 日 令和1年12月11日

変 更 前 の 工 期 令和1年10月16日 ～ 令和1年12月20日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 下水道工事に伴う配水管布設替工事(洞バミ工区)31-54SK-20

工 事 場 所 大館市川口字洞バミ地内


